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令 和 ７ 年 １ ２ 月 ５ 日 （ 金 ） 関 市 農 業 委 員 会 総 会  

場 所 ： 関 市 役 所  大 会 議 室  

令 和 ７ 年 １ ２ 月 ５ 日 （ 金 曜 日 ） 午 前 ９ 時 ３ ０ 分  開 会  

 

農 業 委 員 会 総 会  

（ １ ） 議 案 第 １ 号  農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 に つ い て  

（ ２ ） 議 案 第 ２ 号  農 地 法 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 に 対 す る  

意 見 に つ い て  

（ ３ ） 議 案 第 ３ 号  農 地 法 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 に 対 す る  

意 見 に つ い て  

（ ４ ） 議 案 第 ４ 号  事 業 計 画 変 更 申 請 に 対 す る 意 見 に つ い て  

（ ５ ） 議 案 第 ５ 号  農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画 に 関 す る 意 見 に つ い て  

（ ６ ） 議 案 第 ６ 号  関 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 の 変 更 に 係 る 意 見 に つ い て  

 

○ 出 席 委 員 （ １ ５ 名 ）  

１ 番  安 田  美 雄  君   ２ 番  河 村  清 孝  君   ３ 番  丹 羽  英 治  君   

４ 番  吉 田  忠 男  君   ５ 番  和 田  ひ と み  君  ６ 番  鵜 飼  秀 樹  君    

８ 番  後 藤  信 一  君   ９ 番  尾 口  文 良  君   １ ０ 番  松 永  佳 己  君  

１ １ 番  足 立  宜 穗  君  １ ２ 番  後 藤  一 夫  君  １ ５ 番  池 田  政 𠮷  君  

１ ６ 番  長 尾  始  君   １ ７ 番  山 田  達 史  君  １ ８ 番  日 置  香  君    

 

〇 欠 席 委 員 （ ４ 名 ）  

７ 番  林  百 恵  君    １ ３ 番  亀 山  良 平  君  １ ４ 番  森  種 生  君  

１ ９ 番  田 下  喜 代  君  

 

○ 委 員 以 外 の 出 席 者 （ ５ 名 ）  

農 業 委 員 会 事 務 局 長  山 岡  透  君  

農 業 委 員 会 事 務 局 課 長 補 佐  河 村  一 成  君  

農 業 委 員 会 事 務 局 主 事  波 多 野  恵  君  

農林課主幹 渡邊 昌彦 君 

農林課主任主査 深川 喜正 君 
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○農業委員会事務局長（山岡 透 君）  

定刻となりましたので、農業委員会総会を始めさせていただきます。 

それでは、丹羽会長よりご挨拶をお願いします。 

 

○議長（丹羽 英治 君）  

（挨拶） 

 

○農業委員会事務局長（山岡 透 君）  

それでは、本日の欠席委員の報告をさせていただきます。 

７番 林委員、１３番 亀山委員、１４番 森委員、１９番 田下委員の４名ですので、 

ご報告をさせていただきます。それでは、議案の審議をお願いします。 

 

○議長（丹羽 英治 君）   

ただ今から、関市農業委員会総会を開催します。 

会議規則第８条の規定により過半数の委員の出席をいただいており、総会は成立しています。 

次に、議事録署名委員の指名を行います。 

１０番 松永委員、１１番 足立委員のお二人にお願いします。 

これより、議案の審議に入ります。    

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についてを議題とします。事務局の説明を

求めます。 

 

○農業委員会事務局課長補佐（河村 一成 君）   

農地法第３条の規定により、下記農地の申請がありましたので審議を求めると言うものです。 

１番の案件 

議案は１ページ、位置図は１ページになります。 

申請地は、東田原南交差点から北に５００ｍに位置する 

農振農用地区域内の登記・現況地目 田 ２，７６９㎡。 

申請の目的は、所有権移転です。 

譲渡人は、農業経営が非効率なため交換したいというもの。 

譲受人は、交換し農業経営の効率化を図りたいというものでございます。 

 

２番の案件 

位置図は２ページになります。 

申請地は、東田原南交差点から北に４００ｍに位置する 

農振農用地区域内の登記・現況地目 田 ２，２６５㎡。 

申請の目的は、所有権移転です。 
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譲渡人は、農業経営が非効率なため交換したいというもの。 

譲受人は、交換し農業経営の効率化を図りたいというものでございます。 

 

３番の案件 

位置図は３ページになります。 

申請地は、稲口グラウンドから南に３００ｍ及び５００ｍに位置する 

農振農用地区域内の登記・現況地目 田 ２筆 ３，０９４㎡。 

申請の目的は、所有権移転です。 

譲渡人は、農地の維持管理が困難なためというもの。 

譲受人は、農業経営を拡大したいというものでございます。 

 

４番の案件 

位置図は４ページになります。 

申請地は、倉知保育園から西に２００ｍに位置する 

農振農用地区域外の登記地目 田、現況地目 畑 ２８６㎡。 

申請の目的は、所有権移転です。 

譲渡人は、農地の維持管理が困難なためというもの。 

譲受人は、農業経営を拡大したいというものでございます。 

営農計画書が提出されており、なすを栽培するという内容になっています。 

 

５番の案件 

位置図は５ページになります。 

申請地は、市立金竜小学校から東に３００ｍに位置する 

農振農用地区域内の登記・現況地目 畑 ５９㎡。 

申請の目的は、所有権移転です。 

譲渡人は、農地の維持管理が困難なためというもの。 

譲受人は、農業経営を拡大したいというものでございます。 

営農計画書が提出されており、野菜を栽培するという内容になっています。 

 

６番の案件 

議案は２ページ、位置図は６ページになります。 

申請地は、側島公民館より西に１００ｍに位置する 

農振農用地区域外の登記・現況地目 畑 ２筆 ８２６㎡。 

申請の目的は、所有権移転です。 

譲渡人は、農地の維持管理が困難なためというもの。 

譲受人は、農業経営を拡大したいというものでございます。 
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営農計画書が提出されており、野菜を露地栽培するという内容になっています。 

 

７番の案件 

位置図は７ページになります。 

申請地は、市立武儀小学校から東に４００ｍに位置する 

農振農用地区域内の登記・現況地目 田 ２筆 ９６４㎡。 

申請の目的は、所有権移転です。 

譲渡人は、農地の維持管理が困難なためというもの。 

譲受人は、農業経営を拡大したいというものでございます。 

営農計画書が提出されており、水稲を行いたいという内容になっています。 

以上、７件について、ご審議お願いします。 

 

○議長（丹羽 英治 君）    

事務局の説明が終わりました。 

続きまして、各担当地区の委員の補足説明がありましたら、ご発言お願いいたします。 

１番、２番の案件につきまして、河村委員、ございますか。 

 

○２番（河村 清孝 君） 

問題ありません。 

 

○議長（丹羽 英治 君）  

３番の案件につきまして、吉田委員、ございますか。 

 

○４番（吉田 忠男 君） 

問題ありません。 

 

○議長（丹羽 英治 君）  

４番の案件につきまして、後藤 信一委員、ございますか。 

 

○８番（後藤 信一 君） 

こちらは、先月から持ち越された案件になります。 

譲受人は、トラクターと田植え機を所有しているということですが、なすの栽培については、

詳しくは知りませんが、先月の件も含めて、少し営農に心配があります。 

 

○議長（丹羽 英治 君）  

５番の案件につきまして、本日欠席されました、亀山委員から意見は無い旨を伺っておりま
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す。 

６番の案件につきまして、本日欠席されました、森委員から意見は無い旨を伺っております。 

７番の案件につきまして、池田委員、ございますか。 

 

○１５番（池田 政𠮷 君） 

特に問題はありませんが、去年、付近で農地を購入されて、田を作ってはいましたが、雑草が

伸びてしまい、収量があまりないようで、熱意を持って耕作されているようではないと思い

ました。遊休農地ではないので、問題はないと思います。 

 

○議長（丹羽 英治 君）   

これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

質疑もないようですので、これより議案第１号について、番号ごとに採決いたします。 

１番について、原案のとおり許可することに、賛成の方は挙手願います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第１号１番は、許可することに決しました。 

 

２番について、原案のとおり許可することに、賛成の方は挙手願います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第１号２番は、許可することに決しました。 

 

３番について、原案のとおり許可することに、賛成の方は挙手願います。 

賛成多数と認めます。 

よって、議案第１号３番は、許可することに決しました。 

 

４番について、原案のとおり許可することに、賛成の方は挙手願います。 

賛成多数と認めます。 

よって、議案第１号４番は、許可することに決しました。 

 

５番について、原案のとおり許可することに、賛成の方は挙手願います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第１号５番は、許可することに決しました。 

 

６番について、原案のとおり許可することに、賛成の方は挙手願います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第１号６番は、許可することに決しました。 
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７番について、原案のとおり許可することに、賛成の方は挙手願います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第１号７番は、許可することに決しました。 

 

○議長（丹羽 英治 君）   

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見についてを議題としま

す。事務局の説明を求めます。 

 

○農業委員会事務局課長補佐（河村 一成 君）   

農地法第４条の規定により、下記農地の申請がありましたので意見を求めると言うものです。 

１番の案件 

議案は３ページ、位置図は８ページになります。 

申請地は、市立金竜小学校から南西に５００ｍに位置する 

登記地目 田、現況地目 雑種地 ４７７㎡。 

農地の区分は、水道管、下水道管が整備された道路の沿道で、申請地から概ね５００ｍ以内に 

２つの教育施設があるため、第３種農地と考えます。 

転用の目的は、一般個人住宅でございます。 

申請人は、自己用住宅として利用するというものでございます。 

１１月１２日に現地を確認したところ、平成７年頃より、地域住民のためのゲートボール場 

となっており、今後、農地法を遵守するとの始末書が添付されています。 

申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと考えます。 

 

２番の案件 

位置図は９ページになります。 

申請地は、横腰集会所から西に４００ｍに位置する 

登記・現況地目 田 ５筆 ４，０５６㎡。 

農地の区分は、関農業振興地域整備計画区域内の農地のため、農振農用地となります。 

転用の目的は、農地の嵩上げ及び搬出搬入路（一時転用）でございます。 

申請人は、嵩上げして、畑地として利用したいというものでございます。 

１１月１２日に現地を確認したところ、農地性ありと確認しております。 

申請地は、農振農用地であるため、原則不許可でありますが、一時転用であるため、農地転用

の制限の例外基準を満たすものと考えます。 

 

３番の案件 

位置図は１０ページになります。 

申請地は、飛瀬集会所から北西に１００ｍに位置する 
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登記・現況地目 畑 １３９㎡。 

農地の区分は、１０ｈａ未満の農地の区域内である為、第２種農地と考えます。 

転用の目的は 一般個人住宅 （駐車場） でございます。 

申請人は、自己用住宅の駐車場として利用する というものでございます。 

１１月１２日に現地を確認したところ、農地性ありと確認しております。 

申請地は、第２種農地であるため、代替地の検討の結果、転用はやむを得ないものと考えま

す。 

以上、３件について ご審議をお願いします。 

 

○議長（丹羽 英治 君）    

事務局の説明が終わりました。 

続きまして、各地域の担当委員の補足説明がありましたら、ご発言お願いいたします。 

１番の案件につきまして、本日欠席されました、亀山委員から意見は無い旨を伺っておりま

す。 

２番の案件につきまして、長尾委員、ございますか。 

 

○１６番（長尾 始 君） 

問題ありません。 

 

○議長（丹羽 英治 君）  

３番の案件につきまして、山田委員、ございますか。 

 

○職務代理（山田 達史 君） 

特にありません。 

 

○議長（丹羽 英治 君）    

これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

質疑もないようですので、これより議案第２号について、番号ごとに採決いたします。 

１番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、賛成の方は挙手願います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第２号１番は、岐阜県知事に進達することに決しました。 

 

２番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、賛成の方は挙手願います。 

賛成多数と認めます。 

よって、議案第２号２番は、岐阜県知事に進達することに決しました。 
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３番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、賛成の方は挙手願います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第２号３番は、岐阜県知事に進達することに決しました。 

 

続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

を議題とします。事務局の説明を求めます。 

 

○農業委員会事務局課長補佐（河村 一成 君）   

農地法第５条の規定により、下記農地の申請がありましたので、意見を求めると言うもので

す。 

１番の案件 

議案は４ページ、位置図は１１ページになります。 

申請地は、田原下水処理場から南西に２００ｍに位置する 

登記・現況地目 畑 ５６㎡。 

農地の区分は、１０ｈａ未満の農地の区域内である為、第２種農地と考えます。 

転用の目的は、一般個人住宅でございます。 

譲渡人は、譲受人の要望に応えるというもの。 

譲受人は、自己用住宅として使用するというものでございます。 

１１月１２日に現地を確認したところ、農地性ありと確認しております。 

申請地は、第２種農地であるため、代替地の検討の結果、転用はやむを得ないものと考えま

す。 

事業計画変更１番と同時許可案件になります。 

 

２番の案件 

位置図は１２ページになります。 

申請地は、天神公民センターから南に２００ｍに位置する 

登記・現況地目 田 １，４４５㎡。 

農地の区分は、用途地域にある農地のため、第３種農地と考えます。 

転用の目的は、宅地分譲（７区画）でございます。 

譲渡人は、譲受人の要望に応えるというもの。 

譲受人は、宅地の造成及び分譲に関する事業等を営んでおり、宅地分譲（７区画）として使用

するというものでございます。 

１１月１２日に現地を確認したところ、農地性ありと確認しております。 

申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと考えます。 

本案件は、１，０００㎡を超えているため、関市開発指導要綱に基づく協議が必要でありま

す。 
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３番の案件 

位置図は１３ページになります。 

申請地は、稲口グラウンドから南東に６００ｍに位置する 

登記地目 田 現況地目 畑 ５５８㎡。 

農地の区分は、１０ｈａ未満の農地の区域内である為、第２種農地と考えます。 

転用の目的は、土木建築工事業資材置場でございます。 

譲渡人は、譲受人の要望に応えるというもの。 

譲受人は、土木建築工事の施工業等を営んでおり、資材置場として使用するというものでご

ざいます。 

１１月１２日に現地を確認したところ、農地性ありと確認しております。 

申請地は、第２種農地であるため、代替地の検討の結果、転用はやむを得ないものと考えま

す。 

 

４番の案件 

位置図は１４ページになります。 

申請地は、関郵便局から南に３００ｍに位置する 

登記・現況地目 田 ３７０㎡。 

農地の区分は、用途地域にある農地のため、第３種農地と考えます。 

転用の目的は、一般個人住宅でございます。 

譲渡人は、譲受人の要望に応えるというもの。 

譲受人は、自己用住宅として利用するというものでございます。 

１１月１２日に現地を確認したところ、農地性ありと確認しております。 

申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと考えます。 

 

５番の案件 

議案は５ページ、位置図は１５ページになります。 

申請地は、倉知保育園から西に２００ｍに位置する 

登記地目 田、現況地目 雑種地 ２筆 ２７６㎡。 

農地の区分は、用途地域にある農地のため、第３種農地と考えます。 

転用の目的は、農業用倉庫でございます。 

譲渡人は、譲受人の要望に応えるというもの。 

譲受人は、農業用倉庫として使用するというものでございます。 

１１月１２日に現地を確認したところ、令和７年１１月より雑種地となっており、今後、農地

法を遵守するとの始末書が添付されています。 

申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと考えます。 
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６番の案件 

位置図は１６ページになります。 

申請地は、倉知西交差点から北に３００ｍに位置する 

登記地目 田、現況地目 宅地 ２筆 １４９㎡。 

農地の区分は、用途地域にある農地のため、第３種農地と考えます。 

転用の目的は、共同住宅（物置）でございます。 

譲渡人は、譲受人の要望に応えるというもの。 

譲受人は、不動産の管理業等を営んでおり、共同住宅の物置として使用するというものでご

ざいます。 

１１月１２日に現地を確認したところ、平成１５年３月より共同住宅敷地となっており、今

後、農地法を遵守するとの始末書が添付されています。 

申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと考えます。 

 

７番の案件 

位置図は１７ページになります。 

申請地は、関市役所から北に２００ｍに位置する 

登記・現況地目 田 １５０。㎡ 

農地の区分は、市役所から３００ｍ以内にある農地であるため、第３種農地と考えます。 

転用の目的はガス事業整圧器施設でございます。 

譲渡人は、譲受人の要望に応えるというもの。 

譲受人は、ガス事業等を営んでおり、ガス事業整圧器施設として使用するというものでござ

います。 

１１月１２日に現地を確認したところ、農地性ありと確認しております。 

申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと考えます。 

 

８番の案件 

議案は６ページ、位置図は１８ページになります。 

申請地は、市立瀬尻小学校から北に３００ｍに位置する 

登記地目 畑、現況地目 畑一部雑種地 ２７７㎡。 

農地の区分は、水道管、下水道管が整備された道路の沿道で、申請地から概ね５００ｍ以内に 

２つの教育施設があるため、第３種農地と考えます。 

転用の目的は、一般個人住宅でございます。 

使用貸人は、使用借人の要望に応えるというもの。 

使用借人は、自己用の住宅として使用するというものでございます。 

１１月１２日に現地を確認したところ、平成１０年以前より一部貸駐車場となっており、今

後、農地法を遵守するとの始末書が添付されています。 
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申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと考えます。 

 

９番の案件 

位置図は１９ページになります。 

申請地は、市立西部保育園から東に１００ｍに位置する 

登記・現況地目 畑 ８９５㎡。 

農地の区分は、１０ｈａ未満の農地の区域内である為、第２種農地と考えます。 

転用の目的は、太陽光発電施設でございます。 

譲渡人は、譲受人の要望に応えるというもの。 

譲受人は、再生可能エネルギー発電事業等を営んでおり、太陽光発電施設として使用すると

いうものでございます。 

１１月１２日に現地を確認したところ、農地性ありと確認しております。 

申請地は、第２種農地であるため、代替地の検討の結果、転用はやむを得ないものと考えま

す。 

 

１０番の案件 

位置図は２０ページになります。 

申請地は、千疋橋から北に２００ｍに位置する 

登記地目 畑、現況地目 調整池 ２２９㎡。 

農地の区分は、１０ｈａ未満の農地の区域内である為、第２種農地と考えます。 

転用の目的は、調整池でございます。 

譲受人は、生コン製造販売等を営んでおり、破産物件を取得し、調整池として使用するという

ものでございます。 

１１月１２日に現地を確認したところ、平成９年頃から調整池となっており、今後、農地法を

遵守するとの始末書が添付されています。 

申請地は、第２種農地であるため、代替地の検討の結果、転用はやむを得ないもの と考えま

す。 

 

１１番の案件 

位置図は２１ページになります。 

申請地は、板取白谷体育館から北に１００ｍに位置する 

登記地目 畑、現況地目 雑種地 ３６１㎡。 

農地の区分は、１０ｈａ未満の農地の区域内である為、第２種農地と考えます。 

転用の目的は、一般個人住宅（駐車場・庭）でございます。 

使用貸人は、使用借人の要望に応えるというもの。 

使用借人は、自己用住宅の駐車場及び庭として使用するというものでございます。 
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１１月１２日に現地を確認したところ、農地性ありと確認しております。 

申請地は、第２種農地であるため、代替地の検討の結果、転用はやむを得ないものと考えま

す。 

事業計画変更３番と同時許可案件になります。 

 

１２番の案件 

議案は７ページ、位置図は２２ページになります。 

申請地は、市立武芸小学校から西に２００ｍに位置する 

登記地目 田、現況地目 雑種地 ６３㎡。 

農地の区分は、１０ｈａ未満の農地の区域内である為、第２種農地と考えます。 

転用の目的は、一般個人住宅（駐車場）でございます。 

譲渡人は、譲受人の要望に応えるというもの。 

譲受人は、自己用住宅の駐車場として使用するというものでございます。 

１１月１２日に現地を確認したところ、昭和６０年頃より駐車場となっており、今後、農地法

を遵守するとの始末書が添付されています。 

申請地は、第２種農地であるため、代替地の検討の結果、転用はやむを得ないものと考えま

す。 

 

１３番の案件 

位置図は２３ページになります。 

申請地は、道の駅むげ川から東に３００ｍに位置する 

登記・現況地目 畑 １２９㎡。 

農地の区分は、街区に占める宅地割合が４０％をこえているため、第３種農地と考えます。 

転用の目的は、機械部品加工業駐車場でございます。 

譲渡人は、譲受人の要望に応えるというもの。 

譲受人は、機械部品加工業等を営んでおり、駐車場として使用するというものでございます。 

１１月１２日に現地を確認したところ、農地性ありと確認しております。 

申請地は、第３種農地であるため、転用はやむを得ないものと考えます。 

以上、１３件について、ご審議お願いします。 

 

○議長（丹羽 英治 君）    

事務局の説明が終わりました。 

続きまして、各地域の担当委員、補足説明がありましたら、ご発言お願いいたします。 

１番の案件につきまして、河村委員、ございますか。 

 

○２番（河村 清孝 君） 
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問題ありません。 

 

○議長（丹羽 英治 君）  

２番、３番の案件につきまして、吉田委員、ございますか。 

 

○４番（吉田 忠男 君） 

問題ありません。 

 

○議長（丹羽 英治 君）  

４番、５番、６番の案件につきまして、後藤 信一委員、ございますか。 

 

○８番（後藤 信一 君） 

４番、６番については問題ありません。 

５番については、先月からの持ち越し案件になりますが、以前は稲作を行うということでし

たが、農業用倉庫を建てるということで申請が出てきていますが、現場を見るに、やむを得な

いかと思います。 

 

○議長（丹羽 英治 君）  

７番の案件につきまして、尾口委員、ございますか。 

 

○９番（尾口 文良 君） 

問題ありません。 

 

○議長（丹羽 英治 君）  

８番の案件につきまして、足立委員、ございますか。 

 

○１１番（足立 宜穗 君） 

問題ありません。 

 

○議長（丹羽 英治 君）  

９番、１０番の案件につきまして、本日欠席されました、亀山委員から意見は無い旨を伺って

おります。 

１１番の案件につきまして、日置委員、ございますか。 

 

○１８番（日置 香 君） 

申請地は、宅地のまま農地、家庭菜園として利用されるということでしょうか。 
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○農業委員会事務局課長補佐（河村 一成 君） 

そうです。 

 

○１８番（日置 香 君） 

分かりました。特に問題はありません。 

 

○議長（丹羽 英治 君）  

１２番、１３番の案件につきまして、本日欠席されました、田下委員から、意見は無い旨を伺

っております。 

これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

 

質疑もないようですので、これより議案第３号について、番号ごとに採決いたします。 

１番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、賛成の方は挙手願います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第３号１番は、岐阜県知事に進達することに決しました。 

 

２番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、賛成の方は挙手願います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第３号２番は、岐阜県知事に進達することに決しました。 

 

３番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、賛成の方は挙手願います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第３号３番は、岐阜県知事に進達することに決しました。 

 

４番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、賛成の方は挙手願います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第３号４番は、岐阜県知事に進達することに決しました。 

 

５番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、賛成の方は挙手願います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第３号５番は、岐阜県知事に進達することに決しました。 

 

６番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、賛成の方は挙手願います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第３号６番は、岐阜県知事に進達することに決しました。 
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７番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、賛成の方は挙手願います。 

賛成多数と認めます。 

よって、議案第３号７番は、岐阜県知事に進達することに決しました。 

 

８番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、賛成の方は挙手願います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第３号８番は、岐阜県知事に進達することに決しました。 

 

９番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、賛成の方は挙手願います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第３号９番は、岐阜県知事に進達することに決しました。 

 

１０番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、賛成の方は挙手願います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第３号１０番は、岐阜県知事に進達することに決しました。 

 

１１番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、賛成の方は挙手願います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第３号１１番は、岐阜県知事に進達することに決しました。 

 

１２番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、賛成の方は挙手願います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第３号１２番は、岐阜県知事に進達することに決しました。 

 

１３番について、原案のとおり岐阜県知事に進達することに、賛成の方は挙手願います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第３号１３番は、岐阜県知事に進達することに決しました。 

  

続いて、議案第４号 事業計画変更申請に対する意見についてを議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

 

○農業委員会事務局課長補佐（河村 一成 君） 

農地転用許可後の事業計画変更申請がありましたので、意見を求めます。 

１番の案件 

議案は８ページ、位置図は２４ページになります。 

申請地は、田原下水処理場から南西に２００ｍに位置する 
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現況地目 畑 ５６㎡。 

農地の区分は、１０ｈａ未満の農地の区域内である為、第２種農地と考えます。 

譲渡人は、一般個人住宅を計画していましたが、申請地よりも利便性の高い土地を見つけた

ため、転用する必要性がなくなりました。今回、譲受人から一般個人住宅として利用したいと

の申出を受けたための事業計画変更であります。 

５条申請１番と同時承認案件になります。 

 

２番の案件 

位置図は２５ページになります。 

申請地は、板取白谷体育館から北に１００ｍに位置する 

現況地目 雑種地 ９７６㎡。 

農地の区分は、１０ｈａ未満の農地の区域内である為、第２種農地と考えます。 

事業者は、土木、建築工事請負業務等を営んでおり、１，３３７㎡の駐車場及び資材置場を計

画していたが、物価高騰により、造成費用が上がり、経営を圧迫するため、９７６㎡に縮小す

る事業計画変更です。 

 

３番の案件 

議案は９ページ、位置図は２６ページになります。 

申請地は、板取白谷体育館から北に１００ｍに位置する 

現況地目 雑種地 ３６１㎡。 

農地の区分は、１０ｈａ未満の農地の区域内である為、第２種農地と考えます。 

事業計画変更２番で面積を縮小し、発生した残地３６１㎡を、承継人から自己用住宅の駐車

場及び庭として使用貸借したいとの申出があったための事業計画変更です。 

５条申請１１番と同時承認案件になります。 

以上、３件について、ご審議お願いします。 

 

○議長（丹羽 英治 君）   

これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

質疑もないようですので、これより採決します。 

議案第４号について、番号ごとでは無く、一括して採決を行いたいと思いますが、ご異議ござ

いませんでしょうか。 

ご異議も無いようですので、議案第４号につきまして、一括して採決を行います。 

原案のとおり岐阜県知事に進達することに、賛成の方は挙手願います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第４号は、岐阜県知事に進達することに決しました。 
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続いて、議案第５号 農用地利用集積等促進計画に対する意見についてを議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

 

○農業委員会事務局課長補佐（河村 一成 君） 

農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定により、農用地利用集積等促進

計画に対する意見を求めると言うものです。 

議案は、１０ページになります。 

貸借権設定に関するものについて、 

新規が武芸川地区で７筆 ４，９５５㎡、肥田瀬地区で１筆 ２，６０６㎡、洞戸地区で１１

筆 ８，７４０㎡でございます。 

権利の設定を受ける者は、岐阜県農畜産公社でございます。以上です。 

 

○議長（丹羽 英治 君）   

これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

質疑もないようですので、これより採決します。 

議案第５号について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願

います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第５号は、原案のとおりは「意見無し」と回答することに決しました。 

 

続いて、議案第６号 関農業振興地域整備計画の変更に係る意見についてを議題とします。

事務局の説明を求めます。 

 

○農業委員会事務局課長補佐（河村 一成 君）   

関農業振興地域整備計画の変更について農林課より説明いたします。 

 

○農林課主任主査（深川 喜正 君） 

まず、農振除外の概要についてご説明します。６要件があります。 

１号要件では、必要性、適当性、代替性について、２号要件では、地域計画の適合性、３号要

件では、土地の位置について、４号要件では、認定農業者等の担い手の集積計画への支障につ

いて、５号要件では、水路等の農業用設備に影響がないか、６号要件では、土地改良事業が完

了してから８年経過しているか、これらの６要件を踏まえて、ご意見を頂戴することになり

ます。 

この中でも、１号要件の、必要性について、緊急性はあるか、適当性について、面積が過大で

はないか、代替性はどうかという点を中心にご説明いたします。 

まず、地区別各筆調書１ページをご覧ください。 
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こちらは、土地の所在、除外理由、土地所有者、転用事業者などが記載されております。 

次に、別冊の各筆調書２から４ページをご覧ください。 

２ページが位置図、３ページが周辺農地の状況が記載されておりまして、農地は青色で示さ

れています。４ページは土地利用計画図です。 

 

それでは、資料に沿って詳細をご説明いたします。 

富岡地区 整理番号１番について、ご説明します。 

富岡公民センターから南東に４００ｍの農地２３３．４７㎡になります。 

除外理由は「一般個人住宅」になります。 

農振農用地からの除外後の農地区分は、概ね１０ｈａ以上の農地であるため、第１種農地と

見込まれます。農地法の許可基準については、集落に接続しており農地転用の例外基準を満

たし、転用許可の見込みがあるものと考えられます。 

１号要件について、申出では、必要性について、子供が生まれアパートが手狭になってきたこ

とから、新たな住宅が必要。 

適当性について、木造平屋建て住宅５８㎡、駐車場２台３０㎡、庭３０㎡。 

代替性について、今後、農地を耕作・管理するため、農地の近隣で土地を検討したが条件にあ

う土地はなかったとしています。 

６要件を満たし、特に問題はなく、農振除外しても差し支えないと市では考えています。 

 

富岡地区 整理番号２の除外申出になります。 

地区別各筆調書は１ページ、位置図は５から７ページになります。肥田瀬島集会場から南東

に５００ｍの農地１，７０３㎡になります。 

除外理由は「金属加工業工場駐車場」になります。 

農振除外後の農地区分は、１０ｈａ未満の農地であるため、第２種農地と見込まれます。 

農地法の許可基準については、代替地性について検討していることから、転用許可の見込み

があるものと考えられます。 

１号要件について、申出では、必要性について、現在、自動車部品工場を経営しており、事業

拡張に伴い、駐車場が手狭になってきた。令和８年１１月には新規雇用および新規導入予定

のため車両の駐車場が必要である。 

適当性について、駐車場５０台以上の面積が必要。 

代替性について、道路から出入り可能であること、住宅地周辺ではないことなどを条件に代

替地を検討したが、他に条件に合う土地はなかったとしています。 

６号要件について、肥田瀬用水の県営かんがい排水事業は、令和５年度に着手され令和７年

度に完了予定です。県の同意基準では「土地改良事業等の実施中の土地でないこと」とされて

いますが、今年度、県へ確認したところ、当該土地改良事業の開始時点から事業終了までに、

土地改良事業の受益地から除外された場合は６号要件を満たすとの回答が得られました。申
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出地は、既に土地改良事業の受益地から除外されており、肥田瀬用水土地改良区からの同意

書が添付されています。 

６要件を満たし、特に問題はなく農振除外しても差し支えないと市では考えています。 

 

田原地区 整理番号３の除外申出になります。 

地区別各筆調書は１ページ、位置図は９から１１ページになります。 

田原グラウンドから北に５０ｍの農地５５２㎡になります。 

除外理由は「農家住宅・農業用倉庫」になります。 

農振除外後の農地区分は、概ね１０ｈａ以上の農地であるため、第１種農地と見込まれます。

農地法の許可基準について、集落に接続していることから、農地転用の例外基準を満たし、転

用許可の見込みがあるものと考えられます。 

１号要件について、申出では、必要性について、子供が生まれアパートが手狭になってきたこ

とから新たな住宅が必要。 

適当性について、住宅１２７㎡、駐車場３台４８㎡、庭６２㎡、農業用倉庫６４㎡、作業スペ

ース６７㎡。 

代替性について、今後、農地を耕作・管理するため、農地の近隣で土地を検討したが条件にあ

う土地はなかったとしています。 

６要件を満たし、特に問題はなく除外しても差し支えないと市では考えています。 

 

田原地区 整理番号４の除外申出になります。 

地区別各筆調書は１ページ、位置図は１２から１４ページになります。 

野田集会場から西に３００ｍの農地８１２㎡になります。 

除外理由は「駐車場」になります。 

農振除外後の農地区分は、１０ｈａ未満の農地であるため、第２種農地と見込まれます。 

農地法の許可基準について、代替地性について検討していることから、転用許可の見込みが

あるものと考えています。 

１号要件について、申出では、必要性について、転用事業者は申請地西側にアパートを２棟経

営しており、これまで学生を対象に入居者を募集していましたが、来年度から周辺工場の従

業員を対象に入居者を募集することから駐車場が必要。 

適当性について、駐車場３１台分８１２㎡、既存の駐車場と合計すると４８台です。 

代替地について、入居者の利便性のため、アパートより徒歩１分圏内８０ｍ以内であること、

道路に面しており、乗り入れが容易であることを条件に、近隣で土地を検討した結果、条件に

あう土地はなかったとしています。 

６要件を満たし、特に問題はなく農振除外しても差し支えないと市では考えています。 

 

田原地区、整理番号５の除外申出になります。 
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地区別各筆調書は１ページ、位置図は１５から１７ページになります。田原グラウンドから

北東に３００ｍの農地４０２㎡になります。 

除外理由は「農家住宅」になります。 

農振除外後の農地区分は、概ね１０ｈａ以上の一団の農地であるため、第１種農地と見込ま

れます。農地法の許可基準について、集落に接続していることから、農地転用の例外基準を満

たし、転用許可の見込みがあるものと考えています。 

１号要件について、申出では、必要性について、現住居の一部が、農振地域のまま土地改良の

換地処分がされていた事が判明した。一体利用地と合わせて、８４２㎡の宅地部分と農用地

を明確に区分し、耕作を継続するため。 

適当性について、居宅、倉庫、車庫を必要としており、農家住宅としての規模としては過大で

はない。 

代替性について、宅地と一体利用の農家宅地敷地であるため、他に条件にあう土地はなかっ

たとしています。 

６要件を満たし、特に問題はなく農振除外しても差し支えないと市では考えています。 

 

田原地区、整理番号６の除外申出になります。 

地区別各筆調書は１ページ、位置図は１８から２０ページになります。迫間公民センターか

ら東に９００ｍの農地１，４８６㎡になります。 

除外理由は「蓄電池システム」になります。 

農振除外後の農地区分は、１０ｈａ未満の農地であるため、第２種農地と見込まれます。 

農地法の許可基準について、第２種農地であるため、代替地性について検討していることか

ら、転用許可の見込みがあるものと考えられます。 

１号要件について、申出では、必要性について、土地所有者は相続にて取得したが、農業経営

が困難になり現在休耕状態であるため、有効利用を希望している。 

適当性について、蓄電池システムは蓄電池ユニット、変換装置、キュービクル式高圧受電装

置、制御盤、防災設備等を配置する。これらを配置するには１，３００から１，５００㎡が必

要。 

代替性について、効率的な送電受電を行うには、既存の高圧送電線または変電設備から至近

距離であること。 

工事費や送電ロスを最小限におさえるため。 

安全な設置メンテナンスのため平坦地であること。 

蓄電池システムの外観や機器音が周辺住民に与える影響を最小限にするため住宅密集地から

一定の距離を確保する必要があるとしています。 

１号要件について、蓄電池は全国どこでも、農振農用地以外の土地でも、設置できる施設であ

ることから、農振法第１３条第２項第１号の代替性である、農用地区域以外の区域内の土地

をもって代えることが困難という要件を満たさないと考えています。 
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また、必要性における緊急性である、農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であ

ることにも該当しないと考えられるため、農振除外の要件を満たさないと市では考えていま

す。 

以上、Ａ地区の除外、６件について、ご審議お願いいたします。 

 

○議長（丹羽 英治 君）   

説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

質疑もないようですので、議案第６号Ａ地区の除外６件について、順に採決いたします。 

１番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願います。  

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号１番は「意見無し」と回答することに決しました。 

 

２番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願います。  

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号２番は「意見無し」と回答することに決しました。 

 

３番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願います。  

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号３番は「意見無し」と回答することに決しました。 

 

４番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号４番は「意見無し」と回答することに決しました。 

 

５番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願います。  

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号５番は「意見無し」と回答することに決しました。 

 

６番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号６番は「意見無し」と回答することに決しました。 

続きまして、説明を求めます。 

 

○農林課主任主査（深川 喜正 君） 

Ｂ・Ｃ地区１０件について説明いたします。 

関地区、整理番号７の除外申出になります。地区別各筆調書は１ページ、位置図は２２から２
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４ページになります。稲口公民センターから南に６００ｍの農地１，９２７㎡になります。除

外理由は「建築条件付き分譲住宅」になります。 

農振除外後の農地区分は、１０ｈａ未満の農地であるため、第２種農地と見込まれます。 

農地法の許可基準について、第２種農地であるため、代替地性について検討していることか

ら、転用許可の見込みがあるものと考えられます。 

１号要件について、申出では、必要性について、土地所有者が農地を維持管理することが困難

であること。また、稲口地域での住宅需要が多いため。 

適当性について、１区画の住宅は５５㎡、駐車場スペース２台分３０㎡で７区画分約１，６０

０㎡から２，０００㎡の分譲地を計画しています。 

代替地について、周辺に日用品等を購入するための店舗、医療機関があること、また勤務先が

市外・県外のニーズに応えるため、高速道路インター付近など他に条件に合う土地はなかっ

たとしています。 

６要件を満たし、特に問題はなく、農振除外しても差し支えないと市では考えています。 

 

下有知地区、整理番号８の除外申出になります。地区別各筆調書は１ページ、位置図は２６か

ら２８ページになります。中央集会場から西に５０ｍの農地６９㎡になります。 

除外理由は「道路」になります。 

農振除外後の農地区分は、１０ｈａ未満の区域内であるため、第２種農地と見込まれます。 

農地法の許可基準について、第２種農地であるため、代替地性について検討していることか

ら、転用許可の見込みがあるものと考えています。 

１号要件について、申出では、必要性について、農作業のための管理道として利用する必要が

あるため。 

適当性について、農地へ行き来するための管理道が、農振地域のまま土地改良の換地処分が

されていた事が判明した。 

代替地について、土地改良施工時に建設された道であり、今後、農業に従事するため農業用倉

庫の近隣で土地を検討したが、条件にあう土地はないとしています。 

６要件を満たし、特に問題はなく農振除外しても差し支えないと市では考えます。 

 

小金田地区、整理番号９の除外申出になります。地区別各筆調書は２ページ、位置図は３０か

ら３２ページになります。下白金公民センターから南に５０ｍの農地３４㎡になります。 

除外理由は「一般個人住宅」になります。 

農振除外後の農地区分は、１０ｈａ未満の農地であるため、第２種農地と見込まれます。農地

法の許可基準について、第２種農地であるため、代替地性について検討していることから、転

用許可の見込みがあるものと考えられます。 

１号要件について、申出では、必要性について、現在、自宅敷地として申出地を利用している。 

適当性について、平成７年に建設した５１７㎡の宅地の一部３４㎡が、農振地である事が判
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明した。 

代替地について、既に宅地として使用しており、本件申出地に隣接している必要があるため、

他に条件にあう土地はなかったとしています。 

６要件を満たし、特に問題はなく農振除外しても差し支えないと市では考えています。 

 

小金田地区、整理番号１０の除外申出になります。地区別各筆調書は２ページ、位置図は３３

から３５ページになります。白金水源地から南東に１００ｍの農地３７０㎡になります。 

除外理由は「駐車場」になります。 

農振除外後の農地区分は、概ね１０ｈａ以上の一団の農地であるため、第１種農地と見込ま

れます。農地法の許可基準について、集落に接続しており、制限の例外基準を満たし、転用許

可の見込みがあるものと考えられます。 

１号要件について、申出では、必要性について、現在、お寺が所有する駐車場が無く、使用貸

借にて２０台分の駐車場を借用している。お寺の行事の際には、檀家３８名に対して駐車場

が不足している。 

適当性について、不足している１４台分の駐車場３５０㎡から５００㎡が必要であり、駐車

場としての規模としては過大ではない。 

代替地について、お寺から１００ｍ以内、道路に面している事を条件に代替地を検討したが、

他に条件に合う土地はなかったとしています。 

６要件を満たし、特に問題はなく、農振除外しても差し支えないと市では考えています。 

 

千疋地区、整理番号１１の除外申出になります。地区別各筆調書は２ページ、位置図は３７か

ら３９ページになります。 

除外理由は「一般個人住宅」になります。 

西部ふれあいセンター別館から北に２００ｍの農地２９３㎡になります。農振除外後の農地

区分は、概ね１０ｈａ以上の一団の農地であるため、第１種農地と見込まれます。農地法の許

可基準について、集落に接続しており、農地転用の制限の例外基準を満たし、転用許可の見込

みがあるものと考えています。 

１号要件について、申出では、必要性について、子供が生まれアパートが手狭になってきたこ

とから、新たな住宅が必要 

適当性について、住宅６７㎡、駐車場３台分４１㎡、庭が必要であり、過大ではない。 

代替性について、今後、農地を耕作・管理するため、農地の近隣で土地を検討したが、条件に

あう土地はなかったとしています。 

６要件を満たし、特に問題はなく、農振除外しても差し支えないと市では考えています。 

 

保戸島地区、整理番号１２の除外申出になります。地区別各筆調書は２ページ、位置図は４１

から４３ページになります。保戸島グラウンドから南西に５００ｍの農地２，６５１㎡にな
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ります。除外理由は「自動車販売業駐車場」になります。 

農振除外後の農地区分は、概ね１０ｈａ以上の一団の農地であるため、第１種農地と見込ま

れます。農地法の許可基準について、既存施設の１／２以内の拡張であるため、農地転用の例

外基準を満たし、転用許可の見込みがあるものと考えられます。 

１号要件について、申出では、必要性について、自動車販売事業の拡大に伴い、取扱車両が増

加し、待機用の駐車場が不足するため。 

適当性について、１４０台分の駐車場２，５００㎡から３，０００㎡が必要。 

代替地について、既存施設の待機用駐車場と配車センター施設の間で、一体的に車両運搬を

行う為、土地を検討したが、条件にあう土地はなかったとしています。 

６要件を満たし、特に問題はなく農振除外しても差し支えないと市では考えています。 

 

保戸島地区、整理番号１３の除外申出になります。地区別各筆調書は２ページ、位置図は４４

から４６ページになります。保戸島公民センターから南東に３００ｍの農地３５３㎡になり

ます。除外理由は「金属加工業駐車場」になります。 

農振除外後の農地区分は、１０ｈａ未満の農地であるため、第２種農地と見込まれます。農地

法の許可基準について、第２種農地であるため、代替地性について検討していることから、転

用許可の見込みがあるものと考えられます。 

申出では、 

必要性について、自社工場増設に伴い、現在敷地内に設置している専用駐車場を移設する必

要がある為。 

適当性について、従業員専用駐車場１０台分と来客用駐車場４台分の計１４台分。 

代替性について、自社工場周辺１００ｍ圏内で土地を検討したが、条件にあう土地はなかっ

たとしています。 

６要件を満たし、特に問題はなく農振除外しても差し支えないと市では考えています。 

 

西地区、整理番号１４の除外申出になります。地区別各筆調書は２ページ、位置図は４８から

５０ページになります。広見公民センターから北に３００ｍの農地５，６３７㎡になります。 

除外理由は「織物製造業工場及び倉庫」になります。 

農振除外後の農地区分は、概ね１０ｈａ以上の一団の農地であるため、第１種農地と見込ま

れます。農地法の許可基準について、当該施設において、農業従事者の雇用割合を３割以上と

するとしていることから、農地転用の例外基準を満たし、転用許可の見込みがあるものと考

えられます。 

１号要件について、申出では、必要性について、鉄道関連の内装材製造業を営んでおり、仕事

量が増え、現在の工場だけでは手狭になってきていること、また、製品を保管するための倉庫

不足してきたため、工場と倉庫の建設が必要。 

適当性について、工場２，０００㎡、倉庫９００㎡、駐車場３６台分５４０㎡、フォークリフ
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ト２台分３０㎡、運搬車両の搬出搬入スペース６５０㎡。 

代替性について、既存工場と一体的に運用・運搬を行う為、近隣で代替地を検討したが、大型

車両の乗り入れ、十分な倉庫・駐車場スペースの確保等で条件にあう土地はなかったとして

います。 

６要件を満たし、特に問題はなく農振除外しても差し支えないと市では考えています。 

 

西地区、整理番号１５の除外申出になります。地区別各筆調書は２ページ、位置図は５１から

５３ページになります。広見インターから西に３００ｍの農地１，０９７㎡になります。 

除外理由は「蓄電池システム」になります。 

農振除外後の農地区分は、広見インターから３００ｍ以内にある農地であるため、第３種農

地と見込まれます。農地法の許可基準について、第３種農地であるため、転用許可の見込みが

あるものと考えられます。 

１号要件について、申出では、必要性について、土地所有者は相続にて取得したが、農業経営

が困難になり、現在休耕状態であるため、有効利用を希望している。 

適当性について、蓄電池システムは蓄電池ユニット、変換装置、キュービクル式高圧受電装

置、制御盤、防災設備等を配置する。これらを配置するには１，０００から１，５００㎡が必

要。 

代替性について、効率的な送電受電を行うには、既存の高圧送電線または変電設備から至近

距離であること。 

工事費や送電ロスを最小限におさえるため。 

安全な設置メンテナンスのため平坦地であること。 

蓄電池システムの外観や機器音が周辺住民に与える影響を最小限にするため住宅密集地から

一定の距離を確保する必要があるとしています。 

蓄電池は全国どこでも、農振農用地以外の土地でも、設置できる施設であることから、農振法

第１３条第２項第１号の代替性である、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えること

が困難という要件を満たさないと考えます。 

また、必要性における緊急性である、農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であ

ることにも該当しないため、農振除外の要件を満たさないと考えています。 

 

西地区、整理番号１６の除外申出になります。地区別各筆調書は２ページ、別添５から７ペー

ジ、位置図は５４から５６ページになります。 

広見インターから東に３００ｍの農地４６，９１０．４８㎡になります。 

除外理由は「医療機器製造業工場」になります。 

農振除外後の農地区分は、広見インターから３００ｍ以内にある農地は、第３種農地、それ以

外の農地は概ね１０ｈａ以上の一団の農地であるため、第１種農地と見込まれます。 

農地法の許可基準について、第１種農地であるため、原則不許可ですが、隣接する土地の一体
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利用全体面積のうち１種農地が３分の１以内であるため、農地転用の例外基準を満たし、転

用許可の見込みがあるものと考えられます。 

１号要件について、申出では、必要性・緊急性について、〇〇は、従来のカミソリに加え、医

療機器の生産に重点を置いた事業展開を打ち出しており、医療機器の需要が急速に増加して

います。この成長分野に対応するため、新たな生産拠点の整備は必要不可欠です。医療機器生

産に適した環境及び生産フローの整備が急務となっております。 

適当性について、医療機器製造工場２３，８５０㎡、駐車場４００台８，０００㎡、道路・緑

地等の土地が必要となります。 

代替性について、製品の国内外への出荷を行う事業所であるため、インターチェンジ付近で

あること、また、刃物製造に欠かせない水の利用を地下水で賄うため、大規模な河川に近いこ

となどを条件に代替地を検討しましたが、これらの条件を満たす土地は見つからなかったと

しています。 

１から６号までは、特に問題はなく、農振除外しても差し支えないと市では考えています。 

以上、Ｂ、Ｃ地区の除外、１０件について、ご審議お願いいたします。 

 

○議長（丹羽 英治 君）   

説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

質疑もないようですので、これより採決いたします。 

７番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願います。  

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号７番は「意見無し」と回答することに決しました。 

 

８番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願います。  

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号８番は「意見無し」と回答することに決しました。 

 

９番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願います。  

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号９番は「意見無し」と回答することに決しました。 

１０番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願いま

す。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号１０番は「意見無し」と回答することに決しました。 

 

１１番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願いま

す。 



27 
 

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号１１番は「意見無し」と回答することに決しました。 

 

１２番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願いま

す。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号１２番は「意見無し」と回答することに決しました。 

 

１３番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願いま

す。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号１３番は「意見無し」と回答することに決しました。 

 

１４番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願いま

す。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号１４番は「意見無し」と回答することに決しました。 

 

○農業委員会事務局長（山岡 透 君） 

意見なしというのは、事務局の判定としては、１号要件を満たさないため、除外を認めないと

いうことですが、そのことに対して意見はありますかということです。先ほどの６番も同じ

です。 

 

○議長（丹羽 英治 君）  

１５番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願いま

す。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号１５番は「意見無し」と回答することに決しました。 

 

１６番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願いま

す。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号１６番は「意見無し」と回答することに決しました。 

続きまして、説明を求めます。 

 

○農林課主任主査（深川 喜正 君）  
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ＤからＨ地区８件について説明いたします。 

洞戸地区、整理番号１７の除外申出になります。地区別各筆調書は３ページ、位置図は５８か

ら６０ページになります。洞戸片集会場から南東に３０ｍの農地６５６㎡になります。 

除外理由は「金属加工業福祉厚生施設」になります。 

農振除外後の農地区分は、１０ｈａ未満の農地であるため、第２種農地と見込まれます。 

農地法の許可基準について、第２種農地であるため、代替地性について検討していることか

ら、転用許可の見込みがあるものと考えられます。 

１号要件について、申出では、必要性について、一体利用地である宿泊施設を中心に、社員の

福利厚生施設キャンプ場・駐車場・物置を設置し、従業員の心の健康及び労働意欲の向上を図

るため。 

適当性について、駐車場６台分１５０㎡、物置１００㎡、野外活動場４００㎡。 

代替性について、一体利用地である宿泊施設を中心に周辺の土地も検討しましたが、条件を

満たす土地は見つからなかったとしています。 

１から６号までは、特に問題はなく、農振除外しても差し支えないと市では考えています。 

 

洞戸地区、整理番号１８の除外申出になります。地区別各筆調書は３ページ、位置図は６１か

ら６３ページになります。縄文橋から北に１００ｍの農地２２１㎡になります。 

除外理由は「キャンプ場駐車場」になります。 

農振除外後の農地区分は、１０ｈａ未満の農地であるため、第２種農地と見込まれます。 

農地法の許可基準について、第２種農地であるため、代替地性について検討していることか

ら、転用許可の見込みがあるものと考えられます。 

１号要件について、申出では、必要性について、板取川キャンプ場の夏場は来場者が多く、駐

車場が不足する事があるため。 

適当性について、駐車場９台分の土地が必要であり、適切な規模と思われます。 

代替性について、キャンプ場周辺の他の土地も検討され、代替地を検討しましたが、条件を満

たす土地は見つからなかったとしています。 

１から６号までは特に問題はなく、農振除外しても差し支えないと市では考えます。 

 

洞戸地区、整理番号１９の除外申出になります。地区別各筆調書は３ページ、位置図は６４か

ら６６ページになります。 

除外理由は「飲食サービス業駐車場・通路」になります。 

黒谷集会場から南に２０ｍの農地１５５㎡になります。農振除外後の農地区分は、１０ｈａ

未満の農地であるため、第２種農地と見込まれます。 

農地法の許可基準について、第２種農地であるため、代替地性について検討していることか

ら、転用許可の見込みがあるものと考えられます。 

１号要件について、申出では、必要性について、現在喫茶店を営んでおり、従業員及び利用者
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が増えたこと、また現在利用している駐車場の賃貸借契約が解除されるため、新たな駐車場

が必要です。 

適当性について、来客用駐車場４台、従業員用駐車場２台と計６台分の土地が必要であり、適

切な規模と思われます。 

代替性について、喫茶店周辺の他の土地も検討され、代替地を検討しましたが、条件を満たす

土地は見つからなかったとしています。 

１から６号までは特に問題はなく、農振除外しても差し支えないと市では考えています。 

 

板取地区、整理番号２０の除外申出になります。地区別各筆調書は３ページ、位置図は６８か

ら７０ページになります。板取駐在所から南に４００ｍの農地２８１㎡になります。 

除外理由は「林業サービス業駐車場」になります。 

農地の区分は、１０ｈａ未満の農地であるため、第２種農地と見込まれます。 

農地法の許可基準について、第２種農地であるため、代替地性について検討していることか

ら、転用許可の見込みがあるものと考えられます。 

１号要件について、申出では、必要性について、現在林業サービス業を営んでおり、従業員が

増えたこと、また現在利用している駐車場の賃貸借契約が解除されるため、新たな駐車場が

必要です。 

適当性について、従業員・来客用駐車場７台分の土地で必要であり、適切な規模と思われま

す。 

代替性について、林業サービス業事務所周辺の他の土地も検討され、代替地を検討しました

が、条件を満たす土地は見つからなかったとしています。 

１から６号までは特に問題はなく、農振除外しても差し支えないと市では考えられます。 

 

板取地区、整理番号２１の除外申出になります。地区別各筆調書は３ページ、位置図は７１か

ら７３ページになります。モネの池から北西に１００ｍの農地２７１㎡になります。 

除外理由は「店舗及び駐車場」になります。 

農振除外後の農地区分は、１０ｈａ未満の農地の区域内であるため、第２種農地と見込まれ

ます。農地法の許可基準について、第２種農地であるため、代替地性について検討しているこ

とから、転用許可の見込みがあるものと考えています。 

１号要件について、申出では、必要性について、店舗で菓子類を販売し車内で飲食するタイプ

の店舗を計画しており、隣接地を一体利用地として店舗経営を計画しています。 

適当性について、隣接する一体利用地と含めて従業員・来客用駐車場１０台分と９．９㎡のコ

ンテナ式の店舗を設置する必要があり適切な規模と思われます。 

代替性について、国道沿い周辺で間口が広く車両の乗り入れが容易であることを条件に他の

土地も検討されましたが、条件を満たす土地は見つからなかったとしています。 

１から６号までは特に問題はなく、農振除外しても差し支えないと市では考えます。 
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武儀地区、整理番号２２の除外申出になります。地区別各筆調書は３ページ、位置図は７５か

ら７７ページになります。雁曽礼集会場から南に２００ｍの農地２６１㎡になります。 

除外理由は「山林」になります。 

令和７年５月８日に農業委員会にて、農地法第２条第１項に規定する農地に該当しないと判

断された土地であるため、農振除外するものです。 

 

武儀地区、整理番号２３の除外申出になります。地区別各筆調書は３ページ、位置図は７８か

ら８０ページになります。中之保集会場から北東に３００ｍの農地４９５㎡になります。 

除外利用は「金属製造業資材置場」になります。 

農振除外後の農地区分は、１０ｈａ未満の農地であるため、第２種農地と見込まれます。 

農地法の許可基準について、第２種農地であるため、代替地性について検討していることか

ら、転用許可の見込みがあるものと考えます。 

１号要件について、申出では、必要性について、申出地から西へ８００ｍにある金属製造業の

本工場が、事業業増加に伴い、パレット置場が不足しているため。 

適当性について、パレット置場４３５㎡、進入路６０㎡が必要であり、過大ではなく適切な規

模と思われます。 

代替性について、本工場近隣３００ｍ以内で他の土地も検討されましたが、条件を満たす土

地は見つからなかったとしています。 

今回の申出地を除外した場合、南側に農地が一筆残る状況となります。 

通常、農地の分断は、農作業の効率性や土地の利用集積に悪影響を及ぼす可能性があります

が、残る一筆の農地の地権者からは、今回の農振除外について承諾を得ております。その農地

では果樹を栽培されており、規模も小さいため、今回の除外による影響はないと考えます。 

１から６号までは特に問題はなく、農振除外しても差し支えないと市では考えます。 

 

上之保地区、整理番号２４の除外申出になります。地区別各筆調書は３ページ、位置図は８２

から８４ページになります。名倉橋から南東に１００ｍの農地２６２．９１㎡になります。 

除外理由は一般個人住宅になります。 

農振除外後の農地区分は、１０ｈａ未満の農地であるため、第２種農地と見込まれます。 

農地法の許可基準について、第２種農地であるため、代替地性について検討していることか

ら、転用許可の見込みがあるものと考えられます 

１号要件について、申出では、必要性について、昭和初期から宅地利用しており、今後も同様

に利用を継続したい。 

適当性について、木造平屋建て住宅、駐車場、庭が造成されており、始末書が添付されており

ます。 

代替性について、既に造成されており、利用されていることから、本件申出地以外に土地は存

在しないとしています。 
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６要件を満たし、特に問題はなく、農振除外しても差し支えないと市では考えます。 

以上、ＤからＨ地区の除外、８件について、ご審議お願いいたします。 

 

○議長（丹羽 英治 君）   

説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 

質疑もないようですので、これより採決いたします。 

１７番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願いま

す。  

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号１７番は「意見無し」と回答することに決しました。 

 

１８番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願いま

す。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号１８番は「意見無し」と回答することに決しました。 

 

１９番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願いま

す。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号１９番は「意見無し」と回答することに決しました。 

 

２０番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願いま

す。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号２０番は「意見無し」と回答することに決しました。 

 

２１番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願いま

す。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号２１番は「意見無し」と回答することに決しました。 

 

２２番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願いま

す。  

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号２２番は「意見無し」と回答することに決しました。 
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２３番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願いま

す。  

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号２３番は「意見無し」と回答することに決しました。 

 

２４番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願いま

す。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号２４番は「意見無し」と回答することに決しました。 

続きまして、説明を求めます。 

 

○農林課主任主査（深川 喜正 君） 

編入１件、用途区分変更２件について、ご説明します。 

まず、小金田地区、編入になります。 

地区別各筆調書は４ページ、位置図は８６から８８ページになります。 

関市小金田地区の農地３７㎡です。 

令和６年８月２７日に、農家住宅を除外目的として除外申出後、令和７年７月３１日に４５

９㎡農振除外となりましたが、建築面積が縮小された為、３７㎡編入したいと言うものです。 

 

続いて、小瀬地区、用途区分変更１番になります。 

地区別各筆調書は４ページ、位置図は９０から９２ページになります。 

関市小瀬地区の農地４３２．８０㎡です。 

平成１１年５月１２日に、農機具格納庫として５００㎡を農地から農業用施設用地として用

途区分変更しましたが、縮小され現況の農機具格納庫は６７．２０㎡の為、残地の農地 

４３２．８０㎡を農業用施設用地から農地に用途区分変更したいと言うものです。 

 

下有知地区、用途区分変更２番になります。 

地区別各筆調書は４ページ、位置図は９４から９６ページになります。 

関市下有知地区の農地１筆１，６００㎡です。 

農機具倉庫、農作業場、農機具置場１，６００㎡を農地から農業用施設用地に用途区分変更し

たいと言うものです。 

編入、用途区分変更について、問題ないと市は考えています。 

以上、３件について、ご審議お願いいたします。 

 

○議長（丹羽 英治 君）   

説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑のある方はございませんか。 
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質疑もないようですので、議案第６号の編入について、採決いたします。 

編入１番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、挙手願い

ます。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号編入１番は「意見無し」と回答することに決しました。 

 

用途区分変更１番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、

挙手願います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号用途区分変更１番は「意見無し」と回答することに決しました。 

 

用途区分変更２番について、「意見無し」と回答してよろしいでしょうか。異議の無い方は、

挙手願います。 

全会一致と認めます。 

よって、議案第６号用途区分変更２番は「意見無し」と回答することに決しました。 

 

以上をもちまして、本日の議案の審議はすべて終了いたしました。 

その他について、事務局の説明を求めます。 

 

○１番（安田 美雄 君） 

本日の除外関係で質問なのですが、蓄電池の申請が２件ありましたが、どういったものなの

でしょうか。 

 

○農林課主任主査（深川 喜正 君） 

電気の安い夜間に貯めておいて、その後売買するというもののようです。 

 

○１番（安田 美雄 君） 

分かりました。 

 

○農業委員会事務局長（山岡 透 君） 

次回の農業委員会総会は、令和８年１月６日（火）午前９時３０分より関市役所６階大会議室

を予定しております。 

農業委員・推進委員の任期が令和８年７月１９日に満了するため、配布しました資料のとお

り改選を行いますので、ご協力をお願いします。 

閉会にあたりまして、職務代理より挨拶いただきたいと思います。 
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○職務代理（山田 達史 君）        

（挨拶） 

 

午前１１時３０分閉会  
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本日の議会の顛末を記録し、相違ないことを証するためここに署名する。  

 

 

議長  

 

 

 

 

 

                                  ㊞  
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